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【経 緯】
2023年5月20日、地域の方から、柏崎市内で当所6号機に関する書類を拾得した
旨の申し出を受けました。
その後、社内で確認を行ったところ、 5月19日に当社社員が当該書類を紛失してい
たこと（80枚）が判明しました。
次スライドにて時系列と現在の状況について説明いたします。
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【主な時系列】
（5月19日 金）
紛失させた社員は、テレワークのために６号機に関する書類※（80枚）を持ち出し、退勤バスに乗車。
書類持ち出し時には、事前に上司の許可を得る必要があるが、それを理解せず、許可なく持ち出し
※6号機の火災・浸水防護に関する図面。原子炉安全上重要な情報や核物質防護に関する情報は含まれていない
自宅到着後、自家用車の中から荷物を取り出す際、自家用車の屋根に書類を置き忘れ。
その日、別途、自家用車を使用し出かけた際に屋根の書類が道路上に落下

（5月20日 土）
早朝、別の社員が道路上で書類を発見し、回収（37枚）。休日であったことから週明けの報告と判断
紛失させた所員は、朝、書類の紛失に気づき、車で走った道路上を捜索。書類を発見し、回収（40枚）
全ての書類を回収できたと誤認したことから、発見時に上司へ報告せず
午前中、地域の方から、柏崎市内で書類を拾得した旨のお申し出。5月21日にかけて書類を回収（計2
枚）。関係部門に対して書類紛失に関する調査を開始

（５月21日 日）
紛失させた社員がいること、紛失した内容を確認。警察に届け出（5月22日にプレス公表）

【現在の状況】
確認が取れていない書類は残り1枚（2023年5月末現在）
紛失させた社員およびその上司へは発電所長より厳重注意を実施（書類持ち出し時のルールが遵守さ
れず、紛失時に上司への報告がなかったことは、当該社員だけでなく、上司のマネジメント面も問題）
当面の措置として、図面等の書類は原則、発電所外へ持ち出し禁止（原因対策分析を実施中）
また、書類持ち出しルールや紛失した際の対応など、情報管理の教育を所員全員へ実施中


